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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　中実のベース部材と、
　支台と、
　前記支台が前記ベース部材の軸方向に単独で所定の距離の範囲内で移動することができ
るように、前記支台を前記ベース部材に保持するために前記ベース部材の一の端部におけ
るインプラントと支台との接合（Ｉｍｐｌａｎｔ－ａｂｕｔｍｅｎｔ　ｊｕｎｃｔｉｏｎ
：ＩＡＪ）部と、
　前記ベース部材の前記一の端部は、平らな閉じた端部であり、
　前記支台と前記ベース部材の前記平らな閉じた端部との間で前記軸方向にのみ挟まれる
よう適合された第１クッションと、
　前記ＩＡＪ部と前記支台との間に挟まれるように適合された第２クッションと、を有し
、
　前記第１クッションと前記第２クッションとは、２つの別個の部材であり、
　前記支台は義歯を受けるための受け部と接続部とを有し、
　前記ＩＡＪ部は軸方向の穴部を有し、前記支台の前記接続部は前記軸方向の穴部と一致
する直径を有する円筒状ロッド部と当該円筒状ロッド部から伸びる拡大した端部とを有し
、
　前記円筒状ロッド部は、前記拡大した端部が前記軸方向の穴部の一端部から突出すると
共に前記円筒状ロッド部の別の端部が前記軸方向の穴部の他端部から突出して前記ＩＡＪ
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部の前記軸方向の穴部にスライド可能に受けられ、
　前記ＩＡＪ部は独立した部品であり、前記ＩＡＪ部は前記ベース部材の前記平らな閉じ
た端部に螺合して接続されるか、又は前記ＩＡＪ部は締まり嵌めの接続によって前記ベー
ス部材の前記平らな閉じた端部に接続され、前記支台の前記接続部の前記拡大した端部は
前記ＩＡＪ部の前記軸方向の穴部から逃げることが防止され、
　前記第１クッションは平らなエラストマーであり、前記支台の前記接続部の前記拡大し
た端部と前記ベース部材の前記平らな閉じた端部との間に挟まれ、
　前記第２クッションはリングであり、前記接続部の前記円筒状ロッド部に取り付けられ
、前記ＩＡＪ部と前記支台の前記受け部との間に挟まれる、歯のインプラント。
【請求項２】
　前記第１クッションと前記第２クッションは、エラストマーである請求項１に記載の歯
のインプラント。
【請求項３】
　前記中実のベース部材は、前記ＩＡＪ部に対して反対が尖った端部を備えた円筒状本体
を有し、前記円筒状本体の外表面はねじが設けられるか、又は滑らかである請求項１又は
２に記載の歯のインプラント。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、歯のインプラントに関し、特に噛み砕いたり、噛み切ったりする間に生成さ
れる衝撃力を吸収するための２重のクッションを備えた歯のインプラントに関する。
【背景技術】
【０００２】
　天然の歯では、歯周靭帯が、衝撃力を吸収したり、周囲の骨に対して咬合力を均一に伝
達したり、歯と顎骨の間のクッションとして機能する。その力の分布は、歯周靭帯によっ
て誘動されるミクロの動きに依存する。歯周靭帯の欠乏により、歯のインプラントは骨に
直接接合しなければならず、これはインプラントの失敗につながる可能性がある骨におけ
る不均一な応力分布を引き起こす（クイリーネン１９９２）。
インプラントのミクロの動きが不足するために、その力の分布はほとんどが突起の頂上に
集中する。骨の接触面での垂直な力は頂上の領域に集中し、横力（水平力）は頂部の力の
分布の大きさを増加させる。
【０００３】
　ＵＳ２０１０／０３０４３３４Ａ１では、くぼみを有するインプラントと、テーパー状
のくぼみに受け取られるように形成された柱を有する支台と、を備え、一の実施形態では
それに関してインプラントと支台とが保持力のあるエラストマー製品で一方から他方へと
接合され、支台によって支えられる人工的な歯が天然の歯と同様のそれと同様の方法で動
くことを可能にする。
【発明の概要】
【０００４】
　以前の研究（ＰＣＴ／ＪＰ２０１３／０３９３６６　２０１３年５月３日提出）におい
て本願の発明者らは、内部において空間を規定する壁と、前記空間を前記壁の外表面と連
通させる複数の厚さ方向の穴と、を有する実質的に円筒状で中空のベース部材と、支台と
、前記支台が前記ベース部材の軸方向に単独で所定の距離の範囲内で移動することができ
るように、前記支台を前記ベース部材に保持するために前記ベース部材の１の端部におけ
るインプラントと支台との接合（Ｉｍｐｌａｎｔ－ａｂｕｔｍｅｎｔ　ｊｕｎｃｔｉｏｎ
：ＩＡＪ）部と、前記支台が前記ベース部材に対して相対的に移動するように押圧した際
に抵抗力を供給し、前記支台が前記押圧から解放された際に跳ね返る力を供給するために
前記支台と前記ベース部材との間に取り付けられるように適合された第１クッションと、
を有する歯のインプラントを開示する。クッション性のある歯のインプラントの１実施形
態において歯のインプラントは、エラストマーであって前記ＩＡＪ部と前記支台との間に
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挟まれる第２クッションをさらに有する。ＰＣＴ／ＵＳ２０１３／０３９３６６の開示は
、参照によってここに組み込まれれる。
【０００５】
　相対的に小さく／薄い歯のインプラントが要望される際に、以前の中空のインプラント
の本体のデザインは、大きな応力／荷重に耐えることができないおそれがある。さらに、
製造することは、より困難である。したがって、二重のクッションを備えた中空でないイ
ンプラントを備えた歯のインプラントをデザインする必要がある。
【０００６】
　本発明は、中実のベース部材と、支台と、前記支台が前記ベース部材の軸方向に単独で
所定の距離の範囲内で移動することができるように、前記支台を前記ベース部材に保持す
るために前記ベース部材の１の端部におけるインプラントと支台との接合（Ｉｍｐｌａｎ
ｔ－ａｂｕｔｍｅｎｔ　ｊｕｎｃｔｉｏｎ：ＩＡＪ）部と、前記ベース部材の前記一の端
部は、平らな閉じた端部であり、前記支台と前記ベース部材の前記平らな閉じた端部との
間で前記軸方向にのみ挟まれるように適合された第１クッションと、前記ＩＡＪ部と前記
支台との間に挟まれるように適合された第２クッションと、を有し、第１クッションと第
２クッションとは２つの独立した部材であり、前記支台は義歯を受けるための受け部と接
続部とを有し、前記ＩＡＪ部は軸方向の穴部を有し、前記支台の前記接続部は前記軸方向
の穴部と一致する直径を有する円筒状ロッド部と当該円筒状ロッド部から伸びる拡大した
端部とを有し、前記円筒状ロッド部は、前記拡大した端部が前記軸方向の穴部の一端部か
ら突出すると共に前記円筒状ロッド部の別の端部が前記軸方向の穴部の他端部から突出し
て前記ＩＡＪ部の前記軸方向の穴部にスライド可能に受けられ、前記ＩＡＪ部は独立した
部品であり、前記ＩＡＪ部は前記ベース部材の前記平らな閉じた端部に螺合して接続され
るか、又は前記ＩＡＪ部は締まり嵌めの接続によって前記ベース部材の前記平らな閉じた
端部に接続され、前記支台の前記接続部の前記拡大した端部は前記ＩＡＪ部の前記軸方向
の穴部から逃げることが防止され、前記第１クッションは平らなエラストマーであり、前
記支台の前記接続部の前記拡大した端部と前記ベース部材の前記平らな閉じた端部との間
に挟まれ、前記第２クッションはリングであり、前記接続部の前記円筒状ロッド部に取り
付けられ、前記ＩＡＪ部と前記支台の前記受け部との間に挟まれる、改善された歯のイン
プラントを提供する。
【０００７】
　好ましくは第１クッションと第２クッションはエラストマーである。
【００１２】
　好ましくは、前記中実のベース部材は、前記ＩＡＪ部に対して反対が尖った端部を備え
た円筒状本体を有し、前記円筒状本体の外表面は、ねじが設けられるか、または滑らかで
ある。
【００１３】
　前記支台が前記ベース部材に対して相対的に移動するように押圧される際に前記第１ク
ッションおよび／または前記第２クッションは抵抗力を供給し、前記支台が前記押圧から
解放された際に跳ね返る力を供給することができる。さらに、一つのクッション付きの歯
のインプラントと比較して二重のクッション付きの歯のインプラントは疲労抵抗試験にお
いてはるかな優位性を示す。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１ａ】図１ａは、本発明の第１の好ましい実施形態によって構成された歯のインプラ
ントの斜視図と断面図を示す。
【図１ｂ】図１ｂは、図１ａに示された歯のインプラントを組み立てるための要素／部品
の斜視図を示す。
【図２】図２は、図１ａで示された歯のインプラントの支台を形成するために互いにねじ
で接続されるように適合された２つの部品の斜視図を示す。
【図３】図３は、本発明の第２の好ましい実施形態によって構成された歯のインプラント
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の断面図を示す。
【図４】図４は、本発明の他の好ましい実施形態によって構成された歯のインプラントの
断面図を示す。
【図５】図５は、本発明の他の好ましい実施形態によって構成された歯のインプラントの
断面図を示す。
【図６】図６は、本発明の他の好ましい実施形態によって構成された歯のインプラントの
断面図を示す。
【図７】図７は、本発明の他の好ましい実施形態によって構成された歯のインプラントの
断面図を示す。
【図８】図８は、本発明の他の好ましい実施形態によって構成された歯のインプラントの
断面図を示す。
【図９】図９は、本発明の他の好ましい実施形態によって構成された歯のインプラントの
断面図を示す。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　（発明の詳細な記載）
　一般的に、歯のインプラントは、３つの主要な要素、つまり固定具と、支台と、人口歯
と、で構成され、固定具は顎骨に埋め込まれるように設計される。支台は、人口歯を支え
る働きをする。人口歯は食べ物を切り、すりつぶすための天然の歯の頭頂部として機能し
、支台と固定具に咬み合いの力を伝達する。
【００１６】
　（本発明の独創性のある歯のインプラントのデザインの特徴と利点）
　本発明の独創性ある歯のインプラントは、ワンステップ／直接の装着および従来の２ス
テップの植え込み手順の両方のために設計されている。本発明の独創性のある歯のインプ
ラントのデザインの複数の主要な特徴とそれらの各々の利点は以下に簡潔に記載されてい
る。
【００１７】
　（１）歯のインプラントは、中実のインプラント本体と、支台と、ＩＡＪと、添付した
図面に示されるように設置された少なくとも２つの別々のクッションを備える。
【００１８】
　（２）支台は、受け部と接続部とを有する。
【００１９】
　（３）ＩＡＪは他の部品を（締まりばめの接続またはねじ山／ねじの接続によって）接
続する独立した部品であり、インプラント本体以外のいずれかの部品が保持され、または
取り替えられる必要がある際に（保持可能に）隠されるかもしれない。
【００２０】
　（４）ＩＡＪは、また、Ｃ形状のバックル（図７）またはＯ形状のバックル（図８）と
、Ｃ形状のバックルまたはＯ形状のバックルが弾性的に拘束されるような直径を有する軸
方向の穴部と、を有していてもよい。
【００２１】
　（５）インプラント本体の表面は平らであるか、またはねじ山がついていてもよい。
【００２２】
　（６）インプラント本体の遠位端は平らであるか、または先が尖っていてもよい。
【００２３】
　歯のインプラントの緩みを引き起こす一つの重大な要因は、根元部分における一様でな
い閉塞性の力である。前に述べたように、天然の歯では歯周靭帯が歯と顎骨との間のクッ
ション／緩衝材として機能し、衝撃力を吸収し、周囲の骨に閉塞性の力を一様に伝達する
。歯周靭帯の不足によって、歯のインプラントは骨に直接接着されなければならなくなり
、インプラントの不具合につながり得る骨における一様でない応力分布を引き起こす。
【００２４】
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　歯槽骨における非一様の応力分布によるマイナスの影響を減少させることができる機構
を組み込むデザインは、（応力集中領域を回避することで）応力をより一様に分布させる
ことや（歯周靭帯のクッション機能を模倣して）応力をより効果的に吸収することを含む
。
【００２５】
　本発明のクッションデザインは、支台とベース部材との間と同様にＩＡＪと支台との間
で衝撃を吸収するエラストマーのクッションを有する。クッションのデザインは歯周靭帯
の機能を模倣し、周囲の歯槽骨における衝撃の影響を減少させる。支台に適用された閉塞
性の力は、少なくとも部分的にクッションに伝達されることができる。
【００２６】
　この衝撃を吸収するエラストマーは、好ましくはポリマーベースの材料から作られ、よ
り好ましくはＰＴＦＥ、ＰＵ、ＰＰなどのようなゴムベースの材料から作られている。こ
のエラストマーは、効果的に衝撃力（かむ力）を吸収することができ、したがって骨や歯
における閉塞性の力のマイナスの影響を減少させる。
【００２７】
　エラストマーのクッションは単一の層、実質的に平坦で、中実、中空、または多孔質の
プレートで、好ましくは円形であってもよい。エラストマーのクッションは、多層のデザ
インであってもよい。エラストマーのクッションは、一枚のＵ形状（または３次元的にボ
ウル形状）のデザインであってもよい。
【００２８】
　これらのクッションデザインのひとつの主要な利点は、全てのクッションがインプラン
トの根元または周囲の骨を傷付けたり、破壊したりせずに、容易に取り外したり、保持し
たり、取り替えたりすることができることである。クッションがポリマーや金属から作ら
れても、長期間の使用の際に、クッションは機械および／または熱の疲労、塑性変形の影
響を受けるため、この取替えが可能である特徴は、極めて重要である。
【００２９】
　硬化性または硬化性のクッション（例えば、母材物質と硬化物質とを混合したり硬化さ
せることから準備されたポリマーやゴムタイプのクッション）が使用される際、クッショ
ン材料はＩＡＪと（プリフォームされた）支台との間に挿入される前に硬化され（プリフ
ォームされ）、成形される。クッション材料は十分に硬化しておらず、いまだ流動可能で
、成形が可能な間に、ＩＡＪと支台との間に挿入された後、すなわち、ＩＡＪと支台との
間の適切な位置にクッション材料を置いた後に硬化してもよい。この「その場」での硬化
方法の一つの利点は、ＩＡＪと支台との間のクッションの適合性が改善され、応力分布が
より効果的で均一であるということである。
【００３０】
　（実施例）
　本発明の第１の好ましい実施形態によって構成された歯のインプラントは、図１ａ、１
ｂに示され、実質的に円筒状で中実なベース部材１０と、支台２０と、支台２０がベース
部材１０の軸方向に所定の距離の範囲内で単独で移動できるように支台２０をベース部材
１０に保持するためにベース部材１０の頂部でのインプラントと支台との接合部（ＩＡＪ
）部３０と、を備える。
【００３１】
　支台２０は義歯を受けるための受け部２１と接続部２２とを有し、ＩＡＪ部３０は軸方
向の穴部３１を有し、支台の接続部２２は軸方向の穴部３１と一致する直径を有する円筒
状ロッド部２２１と円筒状ロッド部から伸びる拡大した端部２２２とを有し、拡大した端
部２２２が軸方向の穴部３１の底の端部から突出するとともに、円筒状ロッド部の頂上の
端部が軸方向の穴部３１の頂上の端部から突出して円筒状ロッド部２２１がＩＡＪ部３０
の軸方向の穴部３１にスライド可能に受けられ、ＩＡＪ部３０は独立した部品であり、ベ
ース部材１０の頂上の端部に螺合して接続され、支台２０がＩＡＪ部３０から逃げること
を防止する。第１クッション４０はエラストマーから作られた丸いプレートであり、ＩＡ
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Ｊ部３０がベース部材１０の頂上の端部に螺合して接続される前にベース部材１０の頂上
の端部に置かれる。支台２０がベース部材１０に対して相対的に移動するように押圧され
る際に抵抗力を供給し、支台２０が前記押圧から解放される際に跳ね返る力を供給するた
めに、第１クッション４０は、支台２０の接続部２２の拡大した端部２２２とベース部材
１０の頂上の端部との間に挟まれる。
【００３２】
　実質的に円筒状の中実のベース部材１０には、ＩＡＪ部３０とは反対に先の尖った端部
１２が設けられ、そこから外表面にねじ山１３が設けられる。
【００３３】
　歯のインプラントは、エラストマーから作られたリングであり、前記接続部２２の円筒
状ロッド部２２１に取り付けられ、前記ＩＡＪ部３０と前記支台２０の前記受け部２１と
の間に挟まれる第２クッション５０を有する。前記接続部２２の前記円筒状ロッド部２２
１は、前記支台２０の前記受け部２１の底部で対応する凹部に差し込まれる。代替的に前
記支台２０の前記接続部２２は、図２に示すように前記支台２０の前記受け部２１に螺合
して接続される。
【００３４】
　図３に示す本発明の別の好ましい実施形態によって構成された歯のインプラントは、支
台２０とＩＡＪ部３０を除いて図１ａ、１ｂに示す第１の好ましい実施形態と同様である
。図３に示すように、前記支台２０は受け部２１と当該受け部２１の底部から一体的に伸
びる接続部２２とを有する。接続部２２は、円筒状ロッド部２２１と当該円筒状ロッド部
２２１から伸びる拡大したねじ山のある端部２２２とを有する。第１クッション４０は、
図１ａ、１ｂに示すそれと同様に取り付けられる。エラストマーでできたリングである第
２クッション５０は、接続部２２の拡大したねじ山のある端部２２２から円筒状ロッド部
２２１に取り付けられる。ＩＡＪ部３０は、拡大したねじ山のある端部２２２に一致する
ねじ山のある内壁部３１１と、ねじ山のある拡大した端部２２２のそれ以上にわずか大き
い直径を有するねじ山のある内壁部３１１に続く滑らかな内壁部３１２と、を有する軸方
向の穴部３１を有し、前記拡大したねじ山のある端部２２２は、ねじ山のある内壁部３１
１を通じて前記軸方向の穴部３１の滑らかな内壁部３１２に螺合される。
【００３５】
　上記した歯のインプラントに対する他の様々な変更および修正は、図４から図９に示さ
れ、同様の要素や部品は、同様の符号によって表される。
【００３６】
　図４に示す歯のインプラントは、ＩＡＪ部３０が図１ａおよび１ｂにおけるねじの代わ
りに図３における締まりばめの接続を使用することによってベース部材１０に接続されて
いることを除いて、図１ａおよび１ｂに示される第１の好ましい実施形態と同様である。
【００３７】
　図５に示す歯のインプラントは、ＩＡＪ部３０を除いて図１ａおよび１ｂに示す第１の
好ましい実施形態と同様である。図５に示すこの実施形態において、ＩＡＪ部３０にはね
じ山のある環状の部分が設けられ、ベース部材１０にはそれについて頂上の端部で軸方向
の穴部３１が設けられる。軸方向の穴部３１は、前記ねじ山のある環状の部分と一致する
ねじ山のある内壁部３１１と、前記拡大した端部２２２のそれよりわずかに大きい直径を
有する前記ねじ山のある内壁部３１１に続く滑らかな内壁部３１２と、を有する。ＩＡＪ
部３０は、ＩＡＪ部３０の前記ねじ山のある環状の部分および前記軸方向の穴部３１の前
記ねじ山のある内壁部３１１を通じて前記ベース部材１０の前記頂上の端部に螺合して接
続される。前記第１クッション４０と前記第２クッション５０は、図１ａおよび図１ｂに
示すそれらと同様に取り付けられる。
【００３８】
　図６に示す歯のインプラントは、図５または図１ａおよび図１ｂに示す締まりばめの接
続の代わりに図６におけるねじによって前記受け部２１が前記支台２０の前記接続部２２
に接続されることを除いて、図５に示される実施形態と同様である。
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【００３９】
　図７に示す歯のインプラントは、図５におけるねじの代わりに図７における締まりばめ
の接続を使用することによって前記ＩＡＪ部３０が前記ベース部材１０に接続されること
を除いて図５に示す実施形態と同様である。
【００４０】
　図８に示す歯のインプラントは、図３に示す実施形態と同様である。図８に示すように
、前記支台２０は受け部２１と、当該受け部２１の底部から一体的に伸びる接続部２２と
、を有する。前記接続部２２は、円筒状ロッド部２２１と、当該円筒状ロッド部２２１か
ら伸びる拡大した端部２２２と、を有する。エラストマーで作られるリングである前記第
２クッション５０は、前記接続部２２の前記拡大した端部２２２から前記円筒状ロッド部
２２１に取り付けられ、その後、前記支台２０の前記接続部２２はＣ形状またはＯ形状の
バックル６０に挿入されるように強制され、前記Ｃ形状またはＯ形状のバックル６０は前
記円筒状ロッド部２２１に取り付けられ、前記第２クッション５０は前記受け部２１と前
記Ｃ形状またはＯ形状のバックル６０との間に挟まれる。前記ベース部材１０は、尖った
端部および滑らかな外表面を有する。前記ＩＡＪ部３０は、前記Ｃ形状またはＯ形状のバ
ックル６０の外側の直径よりわずかに小さい直径を有する軸方向の穴部３１を有する。前
記Ｃ形状またはＯ形状のバックル６０が前記ＩＡＪ部３０の前記軸方向の穴部３１の前記
内壁部３２１に弾性的に拘束されるまで、エラストマーで作られる丸いプレートである第
１クッション４０は前記軸方向の穴部３１の底面に設置され、その後、その上に取り付け
られた前記第２クッション５０とＣ形状またはＯ形状のバックル６０と共に前記支台２０
は前記ベース部材１０の前記ＩＡＪ部３０の前記軸方向の穴部３１に挿入されることを強
制され、これにより前記第１クッション４０は前記支台２０の前記接続部２２の前記拡大
した端部２２２と前記ベース部材１０との間に挟まれ、前記第２クッション５０は前記ベ
ース部材１０の前記ＩＡＪ部３０と前記支台２０の前記受け部２１との間に挟まれる。前
記Ｃ形状またはＯ形状のバックル６０は好ましくは高い弾性を有する材料から作られ、よ
り好ましくは高い弾性（高い係数）の金属材料から作られ、前記バックルが当該バックル
の取り付けまたは取り外しを容易にするために曲がった際に、塑性（永久）変形はほとん
ど発生しない。
【００４１】
　図９に示す前記歯のインプラントは、前記支台２０を除いて図１ａおよび１ｂに示す前
記実施形態と同様である。図９に示すように、前記支台２０の前記接続部２２は円筒状ロ
ッド部２２１と独立した拡大した端部２２２とを有し、前記ＩＡＪ部３０が前記ベース部
材１０の前記頂上の端部に螺合して接続される前に前記独立した前記拡大した端部２２２
は前記第１クッション４０の頂上部に設置され、その後、前記円筒状ロッド部２２１は前
記ＩＡＪ部３０の前記軸方向の穴部３１に挿入され、締まりばめの接続によって前記独立
した拡大した端部２２２への接続を強制される。
【００４２】
　疲労試験による単一のクッションと二重のクッションとの間の比較
　方法：
　単一のクッションの歯のインプラントと二重のクッションのインプラントは、エラスト
マー部材（Ｓｉｌａｇｕｍ（登録商標）、ＤＭＧ　化学－薬学　工場　有限会社、ハンブ
ルク、ドイツ）から手作りしたクッションを除いて４級の商業的に純粋なチタンから（５
軸の精密機械加工システムによって）製造された。二重のクッションの歯のインプラント
は、図１ａおよび１ｂに示す構造を有する。単一のクッションの歯のインプラントは、第
２クッション５０を有さないことを除いて二重のクッションの歯のインプラントと同一で
ある。
【００４３】
　油圧サーボタイプの試験システム（ＥＨＦ－ＥＧ、Ｓｈｉｍａｄｚｕ　Ｃｏ．，　東京
　日本）が、骨内の歯のインプラントの方法のためのＩＳＯ１４８０１－歯科インプラン
ト動的疲労試験による疲労試験のために使用された。荷重（Ｆ）として３００Ｎが使用さ
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れた。荷重は、名目のピーク値とこの値の１０％との間で正弦曲線状に変化した。負荷周
波数（ｆ）として１０Ｈｚが使用された。（ＩＳＯ１４８０１の特定された値は、１５Ｈ
ｚ未満である。）試験は、２０度から２５度の間で空気中で実施された。
【００４４】
　結果：
【００４５】
【表１】

【００４６】
　結論：
　疲労抵抗における単一のクッションの装置に対する二重のクッションの装置の大いなる
優位性は、この試験で明確に示された。
【００４７】
　上記記載から、当業者は本発明の本質的な特徴を容易に解明することができ、それにつ
いて精神や範囲を逸脱せずに様々な使用や状況に適応させるために本発明の様々な変更や
修正ができる。従って、他の実施形態もまた特許請求の範囲内にある。

【図１ａ】 【図１ｂ】
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【図４】 【図５】
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【図８】 【図９】
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